
 

別紙１ 

 

市市市市としてとしてとしてとして全国初！全国初！全国初！全国初！（（（（川西町・田原本町に続き全国３例目川西町・田原本町に続き全国３例目川西町・田原本町に続き全国３例目川西町・田原本町に続き全国３例目））））    

    大大大大和郡山市で貯留機能保全区域を指定和郡山市で貯留機能保全区域を指定和郡山市で貯留機能保全区域を指定和郡山市で貯留機能保全区域を指定！！！！    

 

 

特定都市河川浸水被害対策法が令和３年５月に改正され、新たに土地利用対策として貯

留機能保全区域制度が創設されました。 

貯留機能保全区域とは、その土地が元来有している遊水機能（貯留機能）を可能な限り

保全していくことを目的としており、浸水被害の拡大を抑制する効用があると認められる

区域を貯留機能保全区域として県が指定することができる制度です。 

本日、遊水機能を保全していくことに同意をいただくことができた大和郡山市番条（ば

んじょう）地区（約 3.6ha）を市として全国で初めて（川西町、田原本町に続き全国で３

例目）貯留機能保全区域に指定しました。 

この指定によりその土地が遊水機能を持っていることが広く認知され、将来にわたって

その機能が保全されることが期待されます。 

近年は、気候変動の影響により記録的短時間大雨や線状降水帯などにより全国各地で大

規模な水害が発生しています。水害を未然に防ぎ、「もしも」のときに備えるため、流域

全体で河川改修や貯留施設の整備などを行うハード対策とあわせて、土地利用対策である

区域指定や避難に必要な洪水浸水想定区域図の公表などのソフト対策を一体的に実施し、

流域が一丸となって流域治水に引き続き取り組んでまいります。                 
    

【    遊水機能保全の必要性（イメージ）    】    遊水機能のある低地((((水が溜まりやすく浸水しやすい土地))))は、農地等で利用し、その周辺に住居を構えて生活してきた。    遊水機能のある低地で盛土が行われると周辺家屋に浸水被害が及ぶ恐れが高まる。    



  

 
    

    

    

電子地形図 25000（国土地理院）を加工して作成 

大和郡山市都市計画図を加工して作成 


